
出張時における有料道路及び有料駐車場の公費負担の取扱について 

 

１ 目的 

 嶺北中学校に配当された旅費を教育活動向上のため、効果的に執行することを目的とする。 

 

２ 対象となる旅費 

 学校配当旅費（目：小中学校費 事業：中学校教職員旅費） 

 

３ 有料道路 

 公用車または、公務使用時の自家用車による利用で、相当程度の時間短縮が見込まれるなどそ

の利用が公務運営上必要であると認めるときにその利用を承認する。 

（１） 学校における用務の終了後に出張する場合で、有料道路を利用しなければ間に合わない

場合 

（２） 用務終了後、学校で用務があり帰着する場合で、有料道路を利用しなければ間に合わな

い場合 

（３） 学校を出発地とし、用務地等が遠方であり相当程度の時間短縮が見込まれ、職員の疲労

軽減につながると認められる場合（土佐市以遠） 

（４） その他所属長が必要と認める場合 

 

４ 有料駐車場 

  平成 18 年 3 月 29 日付け高知県教育長通知「職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例

等の旅行に伴う旅費の取扱いについて」の規定を満たすときその利用を承認する。 

（１）公的機関が主催する会議等（後援は不可とする。） 

（２）生徒の引率用務 

（３）その他所属長が必要と認める場合 
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